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―イギリスの裁判所・ヨーロッパ人権裁判所の法理論・法実務の展開を中心に―
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要　　　旨

本稿では，イギリスにおいて取調べ時の黙秘から不利益推認を行うことを許容するCJPOA34条に関
して，ヨーロッパ人権裁判所およびイギリスの裁判所の法理論および法実務を概説していく．CJPOA34
が制定されて20年以上の間に，数多くのCJPOA34条関連の判例が出ている．しかしながら，わが国に
おいて，実際にどのようにCJPOA34条が運用されてきたのか詳しく紹介されてこなかった．わが国に
おいて黙秘からの不利益推認は一切禁止されるという立場が支配的であるが，本稿は，イギリスの黙秘
からの不利益推認が具体的にどのように運用されているのかを詳述することで，わが国の支配的な見解
に再考を促すことを目的としている．
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Ⅰ　は じ め に

本稿は，1994年にイングランドおよびウェール
ズで制定された刑事司法および公共の秩序法
（Criminal Justice and Public Order Act 1994, 以下，

CJPOAとする．）34条に関する，ヨーロッパ人権裁
判所およびイギリスの裁判所の法理論・法実務に
検討を加えていくことを主題とする．

CJPOA34条は，取調べ時の黙秘から，事実認定

者が被告人に不利益な推認を行うことを許容する
ものであるが，制定からこれまでの20年以上の間
に数多くの判例が出ている．

CJPOAが制定される以前においては，イギリス
のコモンロー上，黙秘したことから不利益な推論
を行うことはできないとされてきた． 1）しかし，
1984年の警察および刑事証拠法（Police and Crim-

inal Evidence Act 1984. 以下，PACEとする．）によ
り被疑者の権利保障が充実したこと 2）および1990
年代当時の治安の悪化に伴い，CJPOAによって黙
秘権が制限されるに至った．このような黙秘権の
制限に関して，CJPOA制定当初より激しい批判が
加えられており，現在まで続いている．わが国に
おいても，このCJPOA制定により，イギリスにお
いて黙秘権が廃止されたとまで言われた． 3）

それでもなお，CJPOAは若干の修正が加えられ
たのみで，存置されている．これは，CJPOAが，
単に黙秘したことから被告人に対して不利益な推
認を行うことを許容しているのではなく，被告人

＊　やまだ　たかはる　　法学研究科刑事法専攻博
士課程後期課程
2015年10月 2 日　推薦査読審査終了
第 1推薦査読者　椎橋　隆幸
第 2推薦査読者　柳川　重規

大学院研究年報　第45号　2016年 2 月



が不意打ち抗弁（ambush defense）を行った場合
のような特定の要件を満たした場合にのみ，不利
益推認を行うことを許容していることを理由とし
ているように思われる．CJPOA34条の下では，取
調べ時に言及することが期待されたにもかかわら
ず黙秘された事実に，後に公判で防御として依拠
した場合にのみ不利益推認を行うことが許容され
ている．
被告人に対する不利な証拠が他にないにもかか
わらず，取調べ時に黙秘したことを公判で被告人
の有罪の示す証拠として利用することは，事実
上，黙秘という選択を行うことを不可能にし，供
述の自由を侵害することになるだろう．一方で，
CJPOA34条の場合のように，被告人が直面した不
利な事実について説明を行うことが求められてい
るにもかかわらず黙秘した場合，その黙秘は被疑
者の意識的な選択とはいえず，黙秘した当時その
事実について説明できなかったことを示すもので
あるだろう．このような合理的推論を及ぼすこと
は，前者とは異なり，黙秘という選択を行うこと
を不可能にするものではなく，供述の自由を侵害
するものではないといえると思われる． 4）わが国
において，黙秘からの不利益推認は黙秘権を保障
している趣旨から一切許容できないとする立場を
判例 5）および通説 6）はとっているが，このような
立場が妥当であるのかについては議論の余地があ
るのではないだろうか．
このように，CJPOA34条は，その条文上，黙秘
権を侵害するものではないと考えられるが，その
運用方法についてしばしば議論を呼んできた．わ
が国においても，ヨーロッパ人権裁判所の判決を
受け，CJPOA34条の規定を超える厳格な要件を課
されたことでCJPOA34条の問題性は薄れたとする
論者もいるが， 7）他方で，問題点が依然として残さ
れているとするものもいる． 8）また，R v. Webber 9）

以降，なるべくCJPOA34条の文言を広く解釈して
いこうという姿勢をみせる判例もみられるように
なった．このような傾向から，CJPOA34条の条文

上で想定されていた範囲を超える推認が行われて
いないか懸念が残されている．実際にイギリスの
裁判所がCJPOA34条をどのように運用しているの
か，また，不利益推認を許容するにあたって何が
問題とされるのかに検討を加えることは，黙秘か
らの不利益推認が許容されうる場合を検討するに
あたって，意義のあるように思われる．そこで，
本稿では，CJPOA34条に基づく不利益推認に関す
るイギリスの裁判所およびヨーロッパ人権裁判所
の判例の展開を概観していくこととする．
Ⅱ章では，CJPOA34条に基づき不利益推認を行
うことができる場合の要件について検討を加えて
いく．CJPOA34条には，ヨーロッパ人権裁判所の
影響により，制定当初より厳格な要件が課されよ
うになった．第Ⅲ章では，第Ⅱ章で示された要件
の下で，CJPOA34条がどのような運用のされ方を
しているのか明らかにしていきたい．上述したよ
うに，厳格な要件を課されたために，CJPOA34条
は実務上意義のないものになったとの主張もみら
れるようになったが，イギリスの裁判所は要件を
緩やかに解することで，CJPOA34条の意義を保と
うとしてきた．また，弁護権および証拠開示との
関連で大きな議論を呼んでいるため，この点につ
いてもⅢ章で扱うことにする．Ⅳ章では，本稿で
の検討内容を整理し，若干の私見を述べていくこ
とにする．

Ⅱ　CJPOA34条による不利益推認の要件

本章では，イギリスの裁判所の法実務・法理論
を検討する前提として，CJPOA34条がどのような
要件の下で不利益推認を行うことを許容している
のか検討していく．まず，1節において，条文上，
CJPOA34条がどのような要件を課しているのか
整理していく． 2節においては，判例・立法によ
り加重された要件に関して整理していく．この際
にヨーロッパ人権裁判所の法理論・法実務を検討
する．というのも，ヨーロッパ人権裁判所の判例
の影響を受けて，さらに厳格な要件が課されるよ
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うになったためである．

1．条文上の要件
CJPOA34条は，被告人が取調べで黙秘した事実
について後に公判において防御として依拠した場
合に不利益推認を行うことを許容する規定であ
る．この規定は，被告人の有罪を示す多くの証拠
が存在しており，その証拠について被告人に説明
を求めることが合理的な場合のような，特定の状
況下において，被告人が黙秘したことから，被告
人に対して不利な推認を行うことは，合理的で，
コモンセンスにかなうものであり，黙秘権を侵害
するものではないという考えに基づいている． 10）

したがって，CJPOA34条で示された状況において
のみ，不利益推認を行うことが許容されることに
なる．また，CJPOA34条は制定過程において，黙
秘から不利益推認を認めることで政府側の立証責
任を被告人側に転換することになるという批判を
受けてきたため，CJPOA38条において，黙秘から
の不利益推認のみに基づいて有罪判決を下すこと
はできないという保護策を設けている．さらに，
「あなたは何も述べないことができる．しかし，も
しあなたが法廷で後に依拠する事実に関して質問
を受けた際に何も述べなかったとしたらあなたの
防御が害される可能性があります」 11）という警告
が取調べ前になされていなければ不利益推認を行
うことは許されない．このように黙秘したことに
伴う結果を事前に告知することで，被疑者が自白
するか否認するか黙秘するかを適切に選択できる
ようにしている． 12）

CJPOA34条はこのような保護策の下で不利益推
認を行うことを正当化しようとするものである
が，リーディングケースであるR v. Argent 13）におい
てCourt of Appealは，CJPOA34条に基づいて不利
益推認を行うことが許容される場合とは，次のよ
うな 6要件を満たした場合であることを示した．
すなわち，第 1要件として，被告人の黙秘が被
告人を訴追するための手続きでなされたものであ

ること，第 2要件として，後に公判で行われた証
言内容は，取調べにおいて黙秘され言及されず，
そして，その黙秘が，被告人が告発（charge）さ
れる前に行われたものであること，第 3要件とし
て，警察による取調べにおいて，黙秘を行えば，
その黙秘が後に公判において不利益に扱われうる
という警告の下で，黙秘がなされたこと，第 4要
件として，警察官による取調べが，捜査対象の犯
罪が行われたか否か，もしくは，その犯罪が誰に
よって行われたのかを解明することに向けられた
ものであること，第 5要件として，被告人が捜査
段階の取調べにおいて黙秘し言及しなかった事実
に，被告人が公判において防御のために依拠した
こと，第 6要件として，当時存在した状況におい
て，取調べを受けた時に言及することを被告人に
期待することが合理的であった事実に被告人が言
及しなかったこと，である．第 5要件はさらに 2
つの要件に分かれ，①被告人が防御において依拠
した事実が実際に存在したか否か，および②被告
人が，取調べを受けた際に，警察に対してその事
実について言及しなかったか否か，についてそれ
ぞれ検討がなされる．

CJPOA34条は，条文上，このような 6要件を満
たした場合に，陪審もしくは裁判官に不利益推認
を行うことを許容する．CJPOA34条には「適切な
推認」とのみ規定されており，どのような推認を
行うことが許されているかは条文上不明確であ
る．この点については後述することにする．

2．法改正・判例により加重された要件
上述の要件の下でイギリスでは黙秘からの不利
益推認を認める立場を採用したが，ヨーロッパ人
権条約に署名しているイギリスの法律はヨーロッ
パ人権条約に適合するものでなければならな
い． 14）それゆえ，CJPOA34条に関してヨーロッパ
人権裁判所においてもしばしば争われ，そのヨー
ロッパ人権裁判所の判示を受け，イギリスにおい
てさらに厳格な要件が課されることになる．本節
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では，CJPOA34条を，ヨーロッパ人権裁判所がど
のように扱ってきたのかを整理し，イギリスにお
いてどのような観点から要件が加重されたかを明
らかにしていく．
⑴　CJPOA34条と公正な裁判を受ける権利
CJPOAと関連して問題とされてきた自己負罪
拒否特権に関してヨーロッパ人権条約には明文規
定がないので，一見するとヨーロッパ人権条約の
下ではCJPOAは問題にならないようにもみえる．
しかし，ヨーロッパ人権裁判所は，Funke v. France 15）

において，自己負罪拒否特権をヨーロッパ人権条
約 6条 1項 16）の公正な裁判を受ける権利に黙示
的に保障される権利としてはじめて認めた．さら
に，その後のSaunders v. United Kingdom 17）におい
て，ヨーロッパ人権裁判所は自己負罪拒否特権の
本質に関して次のようにとらえることを示した．
「ヨーロッパ人権条約 6条に具体的に規定され
てはいないが，黙秘権（the right to silence）およ
び自己負罪拒否特権（the right not to incriminate 

oneself） 18）はヨーロッパ人権条約 6条により保障
される公正な裁判を受ける権利の中核をなす国際
的な基準として一般に認識されている．とりわ
け，自己負罪拒否特権の理論的根拠は，政府によ
り不当な義務づけがなされることから被告人を保
護することにあり，それゆえ，自己負罪拒否特権
は，誤判の防止やヨーロッパ人権条約 6条の目的
の達成に資するものである．具体的には，自己負
罪拒否特権は，刑事事件において，検察官が，被
告人の意思に反して，事実上の強制という手段を
用いることで入手された証拠に依拠することな
く，被告人に不利な主張を証明すべきことを前提
としている．この意味において，この権利は無罪
推定の原則と密接な関連性を有することになる．」
このように，ヨーロッパ人権裁判所は自己負罪
拒否特権を政府側の立証責任や無罪推定の原則と
関連づけてとらえている． 19）CJPOA34条に関して
も，このような観点から，ヨーロッパ人権条約に
適合するか否かについて検討がなされてきた．

リーディングケースであるMurray v. United 

Kingdom20）では，申立人は違法な監禁を幇助した
ことで有罪判決を受けた．申立人は黙秘した場合
に不利益推認が行われうる旨の警告を受けた後の
取調べにおいて警察の質問に答えなかった．ま
た，申立人はソリシタと接見する権利を48時間に
わたって否定された．公判において，申立人は抗
弁を提出したため，裁判所は取調べ時に黙秘した
ことから不利益推認を行った．これに対し，申立
人側は，政府側の立証の後で，被告人が無罪であ
ることを示す合理的な説明がある場合には裁判所
は不利益推認を行うことはできない旨主張した．
公判裁判所は，黙秘したことを直接有罪と結びつ
けることはできないが，黙秘からの不利益推認を
許容する規定は，不利益推認を行う際にコモンセ
ンスを適用することを裁判官に認めるものである
として，この主張を否定し，上訴裁判所もこれを
確認した．この有罪判決に対して，申立人は，①
ヨーロッパ人権条約 6条⑴で保障される黙秘権を
侵害されたこと，および，②ヨーロッパ人権条約
6条⑵で保障されるソリシタと接見する権利を48
時間にわたって否定されたことをヨーロッパ人権
裁判所に申立てた．
黙秘権侵害の点に関して，ヨーロッパ人権裁判
所は，黙秘権は絶対的な権利ではなく，黙秘から
不利益推認を行うことが黙秘権を侵害しない場合
があることを示した．ヨーロッパ人権裁判所は，被
疑者・被告人が黙秘したことのみ（solely）に基づ
いて，もしくは，それを中心的（mainly）な証拠
として有罪判決を下すことは許容できないとし
た．一方で，申立人が直面した状況から申立人が
自身の無辜を示す説明を行うことを明白に求めら
れる場合であるにもかかわらず申立人が黙秘した
ことを，政府側の証拠の証明力を判断する際に考
慮に入れることは許容することができるとした．
そして，ヨーロッパ人権条約の下で黙秘からの不
利益推認が許容されるか否かは，不利益推認が行
われる状況，そのような推認に付される証拠とし
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ての価値，その状況に内在する強制の程度等をす
べて考慮に入れて決定される問題であることを示
した．Murrayにおいては，証拠を提出するように
間接的な強制がなされたのみであったこと，経験
豊富な裁判官による手続であり，上訴審が瑕疵の
有無について検討できること，警告がなされ，か
つ，不利益推認を有罪判決の唯一の証拠としては
ならないという保護策が規定されていたことを理
由にヨーロッパ人権条約 6条⑴侵害には当たらな
いとされた．
ソリシタと接見する権利に関して，ヨーロッパ
人権裁判所は，ヨーロッパ人権条約 6条⑵違反に
なることを認めた．ヨーロッパ人権裁判所は，
ヨーロッパ人権条約 6条⑵で保障される被疑者段
階での弁護権 21）も絶対的な権利ではなく，一定の
制約を受けるとした．しかし，黙秘からの不利益
推認を認める規定の下では，被疑者は，供述を行
い自己負罪するか，黙秘したことで不利益推認を
なされるかという重大なジレンマに陥ることにな
り，このような状況の下で，48時間にわたってソ
リシタと接見する権利に制限を加えることはヨー
ロッパ人権条約 6条で保障される公正な裁判を受
ける権利を侵害することになると結論づけた．
このようにMurrayにおいて，黙秘からの不利益
推認がヨーロッパ人権裁条約上も許容されること
が明らかにされた．一方で，Murrayでは，黙秘か
らの不利益推認を有罪判決の唯一（solely）の，も
しくは，中心的（mainly）な証拠としてはならな
いとされ， 22）また，弁護権侵害が認められたこと
から，イギリスにおいて不利益推認を許容しうる
と考えられていた場合よりもさらに限定的な場合
にのみ不利益推認を許容しうることを示した．

Murrayにおいて事実認定者が裁判官であり，上
訴審によるコントロールを受けることが強調され
た．それゆえ，事実認定者が陪審である場合にヨー
ロッパ人権条約の下，黙秘から不利益推認を行う
ことが許容されるかは不明確であった．この点に
関してはじめて判断を行ったCondron v. United 

Kingdom23）において，薬物中毒者であった申立人
は，A級規制薬物の販売および所持等で有罪判決
を受けた．逮捕後の取調べにおいて，申立人には
薬物禁断症状がみられたが，警察医が申立人は取
調べを受けられる状態であると判断したため，取
調べは続行された．取調べ前の接見において申立
人のソリシタは，薬物禁断症状のため申立人が取
調べを受けることはできないと判断し，取調べに
おいて黙秘するように申立人に助言を行い，申立
人はこの助言に従って取調べ時に黙秘を行った．
公判において，申立人側は抗弁を提出し，黙秘
した理由に関してソリシタの助言に従ったと説明
を行った．CJPOA34条に関して，公判裁判官は不
利益推認を行うことができるか否かは陪審が判断
する問題であると説示し，不利益推認の可否を陪
審の判断にゆだねた．有罪判決を受けた申立人
は，不利益推認を行うか否かを陪審にゆだねた公
判裁判官の陪審説示には誤りがあるとして上訴を
行った．Court of Appealは，不利益推認が行われ
る場合に陪審に適切な説示がなされる重要性を認
め，被告人が黙秘したことが被告人が何ら質問に
答えることができなかった，あるいは，反対尋問
を受けても成立しうるような説明を行うことがで
きなかった場合にのみ不利益推認を行うことがで
きると説示されることが望ましかったとした．し
かしながら，Condronにおいては，被告人の有罪
判決を支える主張が十分に確立していたことを理
由に上訴は棄却された．これを受け，申立人は取
調べ時の黙秘から不利益推認を行うことを陪審に
ゆだねた公判裁判官の説示は，ヨーロッパ人権条
約 6条の公正な裁判を受ける権利を侵害している
旨をヨーロッパ人権裁判所に申立てた．
ヨーロッパ人権裁判所は，被疑者の黙秘権の行
使と黙秘からの不利益推認との均衡をとるために
CJPOA34条は様々な保護策を規定しているが，
Condronの事実関係の下ではこの均衡が失われて
いたと結論を下し，ヨーロッパ人権条約 6条違反
を認めた．というのも，被告人が行った黙秘の理
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由に関する説明が説得力のあるものにもかかわら
ず，公判裁判官が行った説示は不利益推認を行う
ことを陪審にゆだねるものであったためである．
Murrayにおいて申立人が直面した状況から申立
人が自身の無辜を示す説明を行うことを明白に求
められる場合であるにもかかわらず申立人が黙秘
した場合にのみ不利益推認がなされるように適切
な保護策がもうけられていた．しかしながら，
Condronにおいて，公判裁判官は，たとえ被告人
側が示した黙秘の理由が十分に説得力のあったと
しても，不利益推認を行うことを陪審にゆだねる
ものであった．裁判官が事実認定者を務める裁判
とは異なり，陪審裁判では不利益推認が判決にど
のような影響を及ぼしたか明らかにされず，した
がって上訴審がその瑕疵について検討することが
できない．
このようにヨーロッパ人権裁判所は，陪審裁判
では不利益推認が許容されるための要件に関して
適切な陪審説示が行われなければならないとし，
被告人が黙秘したことが被告人が何ら質問に答え
ることができなかった，あるいは，反対尋問を受
けても成立しうるような説明を行うことができな
かった場合にのみ不利益推認を行うことができる
という説示はCourt of Appealが示したように，単
に望ましいものというだけでなく，必要なもので
あったと結論づけた．
この陪審説示の重要性という点について，Beck-

les v. United Kingdom24）でも強調された．この事件
において，Condronと同様に，申立人はソリシタ
の助言に従い，取調べにおいて黙秘し，公判裁判
官は黙秘から不利益推認を行いうるか否か，被告
人が黙秘した理由が正当なものであったか否かを
陪審の判断に委ねる説示を行った．申立人はヨー
ロッパ人権裁判所に対し，公判裁判官が不利益推
認を行いうるか否かの判断を陪審にゆだねたた
め，ヨーロッパ人権条約 6条の公正な裁判を受け
る権利を侵害されたと申立てた．
ヨーロッパ人権裁判所は，黙秘から不利益推認

を行いうるか否かの判断を陪審にゆだねたこと自
体はヨーロッパ人権条約を侵害するものではな
く，ヨーロッパ人権条約 6条を侵害するか否か
は，事件の状況すべてを考慮して決定される問題
であることを示した．そして，この判断において
とりわけ重要であるのは，公判裁判官が黙秘から
の不利益推認に関してどのような陪審説示を行っ
たかであるとした．

Becklesにおいて，公判裁判官が行った陪審説示
は申立人が行った取調べ時の黙秘に関する説明に
陪審の注意を向けさせるものではなく，申立人が
行った説明に説得力があったとしても，不利益推
認を行いうるとされていたことを理由に，ヨー
ロッパ人権裁判所はヨーロッパ人権条約 6条違反
を認めた．
また，Becklesにおいてヨーロッパ人権裁判所
は，申立人が黙秘した理由が真実であるか否か，
もしくは，黙秘が有罪であることのみと一致し，
弁護人の助言に基づいて黙秘したことが単に利己
的な理由から行われたものでは無かったか否かに
ついて，陪審に判断させるために申立人の抗弁の
信頼性に関連する事項はすべて，陪審説示に組み
込まれるべきであるという立場を示した．
このように事実認定者が陪審である場合を扱っ
たCondronおよびBecklesでは陪審説示の重要性が
強調された．イギリスの裁判所においては，取調
べ時の黙秘から不利益推認を行うか否かを完全に
陪審の判断にゆだねる傾向がみられた．しかしな
がら，ヨーロッパ人権裁条約の下では，Murrayで
示されたように，黙秘からの不利益推認が許容さ
れるのは，申立人が直面した状況から申立人が自
身の無辜を示す説明を行うことを明白に求められ
るにもかかわらず申立人が黙秘した場合に限られ
るため，陪審にこれらの要件が満たされているか
適切に判断させるために，被告人が黙秘したこと
が，被告人が質問に答えることができなかった，
あるいは，反対尋問を受けても成立しうるような
説明を行うことができなかった場合にのみ不利益
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推認を行うことができるという陪審説示が行われ
る必要があるとされた．
以上のように，ヨーロッパ人権裁判所は，黙秘
から不利益推認を行うことはヨーロッパ人権条約
6条により保障される公正な裁判を受ける権利を
必ずしも侵害するものではないと判示してきた．
一方で，ヨーロッパ人権条約の下で黙秘からの不
利益推認を許容するには以下のような 4点に留意
しなければならないことを示してきた． 25）第一
に，黙秘からの不利益推認を，有罪判決を下すた
めの唯一（solely）の，もしくは，中心的な
（mainly）証拠としてはならないことである．
CJPOAは38条 3 項において，34条から37条に基づ
いて行われた推認を有罪判決の唯一の証拠として
はならないと規定しているのみであり，したがっ
て，さらにヨーロッパ人権裁判所が厳格な立場を
示したことは重要といえるだろう．第二に，黙秘
からの不利益推認が許容されるのは，申立人が直
面した状況から申立人が自身の無辜を示す説明を
行うことを明白に求められるにもかかわらず申立
人が黙秘した場合にのみであるということであ
る．これら 2つの留意点は，ヨーロッパ人権裁判
所が自己負罪拒否特権を政府側の立証責任や無罪
推定の原則と関連させて理解していることから導
き出されることであるだろう．すなわち，ヨー
ロッパ人権裁判所は，黙秘からの不利益推認を認
めることで，政府側の立証責任が転換されないよ
うに配慮を行っているように思われる．第三に，
不利益推認が行われる場合には，取調べ前にソリ
シタと接見する機会を被告人に保障することであ
る．CJPOAの下で被疑者は，自白を行うか黙秘し
て不利益推認がなされるかという過酷なジレンマ
に直面することになり，このような状況において
被疑者には適切な法的助言を与えることが必要で
あるとヨーロッパ人権裁判所は考えていた．第四
に，陪審がCJPOA34条の要件を満たしているか否
かを判断できるように適切な陪審説示がなされる
ことである．とりわけ，上述の第二の点，すなわ

ち，黙秘からの不利益推認が許容されるのは，申
立人が直面した状況から申立人が自身の無辜を示
す説明を行うことを明白に求められる場合である
か否かについて陪審が適切な説示を受けているこ
とが必要とされる．
⑵　イギリスの裁判所に与えた影響
上述してきたように，ヨーロッパ人権裁判所は
黙秘からの不利益推認を許容しつつも，不利益推
認が行われる場合を，CJPOA34条の下で許容され
る場合よりも限定的に解釈した．このヨーロッパ
人権裁判所の判断を受け，イギリスでは次のよう
な変化がみられることになった．第一に，CJPOA

の改正が行われ， 26）不利益推認を行う場合，被疑
者は取調べ前にソリシタと接見する機会を保障さ
れていなければならないとされたことである．し
たがって，被疑者は取調べ前にCJPOAに照らして
供述するべきであるか否かについて法的助言を受
けることができるようになったが，被疑者が法的
助言に基づいて黙秘を行った場合の不利益推認の
可否について大きく争われることになった．この
点については後述することにする．第二に，黙秘
から不利益推認を行う前に，陪審は，検察側が被
告人に対する一応の証明（prima facie case）を示
したことを確信しなければならないという要件が
新たに判例により付け加えられることである．こ
れはCondronの影響を受けたものであり，Condron

以前の判例でもこの要件を付け加えるべきである
という主張がなされていたがイギリスの裁判所は
これを否定してきた． 27）しかし，Condoron以後に
下されたR v. Gillでは，Condronにおいてヨーロッ
パ人権裁判所が，被告人が黙秘したことが被告人
が質問に答えることができなかった，あるいは，
反対尋問を受けても成立しうるような説明を行う
ことができなかったと陪審が確信した場合にのみ
不利益推認を行いうると判示したことを受け，先
例を覆した． 28）第三に，黙秘からの不利益推認を
有罪判決の唯一の，もしくは，中心的な証拠とし
てはならないと判例でさらに厳格な立場をとるこ
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とが示されたことである．CJPOA38条は，黙秘か
らの不利益推認を有罪判決の唯一の証拠としては
ならないとするのみであったが，R v. Petkar and 

Farquhar 29）において，Court of Appealは，黙秘か
ら行った不利益推認を，唯一（wholly）の，もし
くは，中心的（mainly）な証拠として有罪判決を
下してはならないと陪審に明確に説示しなければ
ならないとして，ヨーロッパ人権裁判所の立場を
採用した．第四に，裁判所は陪審に不利益推認を
行うか否かの判断を陪審に委ねるのではなく，不
利益推認を行いうる場合，とりわけ，被告人が取
調べ時に黙秘した理由に関して詳細な陪審説示を
行うようになったことである．陪審説示を行うに
あたって，Judicial Studies Board（以下，JSBとす
る）の模範説示 30）が重要な指針とされてきてい
る．
以上，ヨーロッパ人権裁判所の影響を受け，イ
ギリスでも，制定当初のCJPOA34条で許容されて
いた場合よりも黙秘から不利益推認を行いうる場
合が限定されてきた．

Ⅲ　CJPOA34条に関する諸問題

ヨーロッパ人権裁判所の影響を受けて，イギリ
スではCJPOAの諸規定を厳格に解釈していこう
とする傾向が見られるようになった．このような
傾向は，次のようなR v. Bowden 31）の判示に表れて
いる．
「もちろん，CJPOAの規定には適切な効果が与
えられなければならない．しかし，CJPOAの諸規
定は，誤判の危険から被告人を保護するためにコ
モンロー上認識されてきた権利を制限するもので
あり，したがって，これらの規定はこの規定の文
言からの要請される以上に広く解釈されるべきで
はない」．
このよう傾向を受け，たとえば，Ian Dennisが
さらに厳格な要件を科されたことで，CJPOA34条
は意義のないものとなり，単に陪審の事実認定に
混乱を招いているだけであると評価した 32）よう

に，CJPOAに対する批判が強まった．
一方で，イギリスの裁判所はCJPOAの有効性を
保とうと次第にこれまでの傾向とは異なる判断を
下すようになった．たとえばR v. Webber 33）におい
て次のように示された．
「34条の目的は法をコモンセンスの水準に戻す
ことにあるから，34条の『事実』という文言は，
狭く，融通の利かないような解釈ではなく，幅広
い意味で解釈されるべきことは明白であると当法
廷は考えている．」
以下では，イギリスの裁判所がどのように黙秘
からの不利益推認と被疑者の権利保護の均衡を保
とうとしてきたのか，Argent判決の要件に従って
検討をしていく．検討するにあたっては，Argent

判決の第5, 6要件に焦点をあてることとする．と
いうのも，これらの要件がイギリスの裁判所で大
きな議論となっていたためである．

1．Argent第 5要件：公判において防御として
依拠したこと

CJPOA34条による不利益推認を行うためには，
被告人が公判の防御において依拠した事実に言及
しなかったことが要件となる．この要件を満たす
のは，防御側が公判において抗弁として証拠を提
出した事実に限られない．

R v. Webber 34）において，被告人は取調べにおい
て犯行への関与を否定する供述を行い，また，公
判において証拠を提出することはなかった．しか
しながら，被告人は，検察側の証人に対して反証
する際に，取調べにおいて言及しなかった事実に
依拠し，また，最終弁論において被告人の弁護人
は共同被告人の一人が提出した証拠を承認した．
裁判官は，CJPOA34条に関する陪審説示を行い，
被告人は有罪判決を受けたことから，被告人は次
のような理由に基づいて上訴を行った．すなわ
ち，被告人側は，公判において防御として依拠し
た事実はなく，また，検察側の証人に反証する際
に依拠した事実および共同被告人が提出した事実
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は，CJPOA34条が適用される「防御において依拠
した事実」ではないという理由であった．

House of Lordsは，公判において依拠した事実
には，防御側の主張の一部として提出された事実
は何であれ含まれるとし，被告人が事実や事柄を
証拠として提示もしくは引用した場合のみなら
ず，被告人の指示に従って行動する弁護人が検察
側の証人に反証を加える目的で具体的な事実を適
示し，もしくは，積極的な主張を行った場合にも，
被告人が防御において依拠した事実になると判示
した．とはいえ，単に被告人側が反対尋問で行っ
た質問が，検察側の主張を綿密に精査することを
目的とするものであったら，被告人が防御で依拠
した事実には当たらないとした． 35）

“防御側が依拠した事実”は，防御側が提示した
事実のみに限定されない．検察側が提示した事実
に関して防御側が説明を加えた場合にも，この要
件を満たす場合がある．たとえば，R v. Milford 36）

において，被告人は，薬物の密売に関して訴追さ
れたが，検察側の主張に対して，取調べ時に言及
していなかった，相共謀者が薬物の密売を主宰し
ており，自身は相共犯者に脅迫されて密売を行っ
ていたという説明を公判において行ったが，
Court of Appealはこの説明を，公判において依拠
した事実に当たるとした．その一方で，R v. Nick-

olson 37）において，被告人は義娘への性的虐待で訴
追され，検察側は，義娘の寝巻に被告人の精液が
付着していたことを証拠として提出し，これに対
して被告人側は，寝巻に精液が付着した理由に関
して別の可能性があることを示した．Court of Ap-

pealは，このような検察側により提示された主張
に対する推測上の説明は，公判で依拠した事実に
は当たらないと判示している．
被告人が公判において検察側が主張した事実を
単に承認した（bare admission）ような場合には，
被告人は公判でその事実に依拠したことにはなら
ない．R v. Betts and Hall 38）において，被害者は武
装した二人の男性からの襲撃を受け，現金を奪わ

れた．面通し手続きにおいて，被害者は犯人とし
て，被告人らを識別した．検察側の提示した被害
者の説明によると，被告人は，被告人の友人の妻
と被害者が浮気していたことを知っており，その
報復として被害者を襲撃したというものであっ
た．被告人は取調べにおいて質問に答えることを
拒否した．一方で，公判において，被告人は，被
害者を知っていたが，見たことはなく，したがっ
て，襲撃することはできなかったという内容の抗
弁を提出し，その際に，被告人は，被害者と被告
人の友人の妻が浮気していたという事実を知って
いたという検察側の主張を承認した．公判裁判官
は，陪審説示において，被告人が公判において依
拠した事実としてこの事実の承認を特定したが，
Court of Appealはこの説示には誤りがあると判示
した．検察側の主張の一部として主張された事実
をそのまま承認することが，すなわち，被告人が
浮気の事実を知っていたことを承認することが，
事実を主張しことに当たるということはできず，
それゆえ，取調べにおいてこの事実を承認しな
かったことはCJPOA34条に関する推認を根拠づ
けるものではないと判断された．Betts and Hall

は，前述したヨーロッパ人権裁判所のCondronに
大きく依拠しており，被告人の黙秘権の保障と不
利益推認を行うことの間に適切なバランスが保た
れていなければならないことを強調した．そし
て，公判において被告人側から積極的に主張がな
された場合には，黙秘権を制限する正当な理由が
あり，したがって，これらの主張を捜査・精査し，
その結果として陪審が不利益推認を行うことは許
容できるが，被告人側から積極的な主張がなされ
なかったような場合にはこのことはあてはまら
ず，不利益推認は許容できないとされた．
他方で，検察側が証拠として依拠した事実を単
に否定した（bare denial）場合には，被告人は公
判でその事実に依拠したことになる．Betts and 

Hallにおいて，被害者は，被告人のことを知って
おり，それゆえ，襲撃してきた者が被告人である
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ことを認識できたと検察側は主張した．これに対
して，被告人は，被害者は被告人を知っておらず，
それゆえ，そのように認識することはできなかっ
ただろうと主張した．被告人側は，この被告人の
主張は，検察側が証拠として依拠した事実を単に
否定したものであると主張したが，Court of Ap-

pealはこの主張を退けた．被告人は，被告人と被
害者はお互いに誰であるのかわからなかったとい
う事実を主張しているのであり，これは公判にお
いて依拠した事実となるとCourt of Appealは結論
を下した．
このように検察側が依拠した事実を承認した場
合と否認した場合とでは，双方とも同じ被害者の
証言に関連するものであるが，異なる扱いがなさ
れている．いずれの場合も新しい事実が適示され
たわけではなく，このような異なる扱いを正当化
することは難しいと批判がなされている． 39）

一方で，被告人が取調べにおいて黙秘し，公判
において証拠を提出することもなく，単に検察側
の主張の重要部分を否定するのみであった場合に
は，CJPOA34条の説示を行うことは妥当ではない
とされている．R v. Smith (Troy) 40）において．検
察側は相共犯者が被疑者に暴行を加えている間，
被告人は出入口を塞ぎ，被害者に脅迫を加えてい
たと主張した．被告人は，取調べにおいて何も述
べることなく，また，公判において何も証拠を提
出しなかったが，この検察側の主張に対して，確
かに犯行現場には居合わせていたが，ただ立ち
会っていただけであるとし，脅迫を行っていた事
実を否定した．Court of Appealは，このように単
に検察側の主張の重要部分を取調べで否定しな
かったことから不利益推認を行うように陪審に説
示することは，被告人が単に黙秘権を行使したこ
とから不利益推認を行うように陪審説示を行うこ
とと同視することができ，これはCJPOA34条の趣
旨にそぐわないものであるとして，CJPOA34条の
説示を行うことは妥当ではないとしている．同様
に，証拠を提出した場合であっても，その証拠が

単に犯罪を行ったことを否認するものにすぎない
場合には，CJPOA34条の説示を行うことは適切で
はないとされた．R v. M (I) 41）において，被告人は
強姦の罪で訴追され，取調べにおいて黙秘を行っ
た．公判において被告人は被害者のことをよく
知っておらず，また性的関係を持ったことはない
という証拠を提出した．Court of Appealは，被害
者と性的関係を持ったことはないという主張は，
犯罪を否認しているのみであり，CJPOA34条の説
示を行うことは妥当ではなかったと判断した．
以上述べてきたように，被告人側から積極的に
公判において主張がなされない限り，この要件は
満たされないことになる．このような区別は，公
判において不意打ち的に抗弁が提出され，検察側
がその提出された抗弁について十分な反証を行う
ことができなくなることを防ぐというCJPOAの趣
旨に沿うものであるということができるだろう．

2．Argent第 5要件：取調べにおいて事実に言
及しなかったこと
不利益推認を行うためには，被告人が取調べに
おいて公判で依拠した事実に言及しなかったこと
が要件とされる．この要件で問題とされる点は，
取調べ時に被疑者側から警察に提出される “事前
に準備された供述（prepared statement） ” の取り
扱いについてである．これはソリシタから警察に
提出される書面であり，一般に，この書面が提出
されると，被疑者はこの書面の内容に関する質問
にその後一切答えなくなる．事前に準備された供
述が提出されると，それ以上その書面に示された
事実について警察は被疑者を尋問することができ
なくなるため，この書面の提出によって，事実に
言及したことになるのか否かが争われてきた．R 

v. Ali 42）において，2名の共同被告人は，警察の取
調べにおいて，事前に準備された供述を提出し
た．この供述において被告人のうち一人は，後に
公判で依拠する事実について言及しておらず，も
う一人は，公判で依拠する事実についても言及し
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ていた．Court of Appealは，前者については
CJPOA34条の説示は適法であったが，後者につい
て行われたCJPOA34条の説示は不適法なもので
あったと結論付けた．事前に準備された供述に後
に公判で依拠する事実についての言及があれば，
被告人が公判で行った説明が後に捏造されたもの
であると推論することができないことは明らかで
あるといえる．Aliにおいて，検察側は，被告人が
事前に準備された供述の事実について捜査させる
意思がなかったという推認を行うことは依然とし
て可能であり，CJPOA34条が適用されるべきだと
したが，Court of Appealはこの主張を退けた．こ
の主張を認めれば，たとえ被告人が警察の取調べ
において抗弁を提出していたとしても，警察の質
問に答える義務をCJPOA34条は被告人に科すこ
とになる．これはCJPOA34条の目的から逸脱する
ものであり，Court of AppealはCJPOA34条 に，
CJPOA34条の文言を超えた意味を与えることを
否定したということができるだろう．
しかし，事前に準備された供述について，これ
を取調べ段階において提出すれば，一切不利益推
認を行うことができなくなるのかについては不明
確であった．この点はR v. Kinght 43）で検討される
ことになった．Knightにおいて，被告人のソリシ
タは事前に準備された供述を提出し，被告人はそ
の後の取調べにおいてソリシタの助言に基づいて
黙秘を行った．公判において被告人側は，事前に
準備された供述と完全に一致する抗弁を提出し
た．しかしながら，取調べにおいて被告人が黙秘
したことからCJPOA34条の説示が行われ被告人
が有罪判決を受けたので，この点が争われた．
Court of Appealは，CJPOA34条は被疑者に抗弁を
刑事手続きの早い段階で提出させることを目的と
しており，その抗弁を警察により捜査させること
を目的とするものではないとした．そして，事前
に準備された供述が，公判で提出された証拠と完
全に一致している場合には，CJPOA34条に基づき
不利益推認を行うように陪審に説示するべきでは

ないと結論を下した．
一方で，Knightにおいて，事前に準備された供
述は，公判での被告人の説明と比較して十分なも
のでなかったり，公判で依拠した事実と多少一致
しない部分がある場合には，不利益推認が行われ
ることから自動的に免責を与えるものではないと
いうことも強調されている．これらの判例 44）から
は，事前に準備した供述に関して，これを提出す
れば，一切不利益推認が行わないということには
ならないが，公判においても事前に準備された供
述において依拠した事実と一致する事実を主張し
続けている場合には，不利益推認を受けないとい
うことができる．

R v. Maguire 45）において，被告人は，傷害の被
疑事実で逮捕され，警察の取調べにおいて，正当
防衛であるなどの抗弁を主張した．公判において
も，被告人は，引き続き正当防衛の抗弁を主張し
たが，その正当防衛の根拠となる事実は取調べで
行った正当防衛の主張とは大きな相違があった．
裁判所は，公判で主張された事実が取調べにおい
て主張されていなかったことからCJPOA34条に
関する説示を行い，被告人は有罪判決を受けたた
め，この点が争われた．

Court of Appealは，CJPOA34条は，取調べにお
いて被疑者には黙秘権が保障されており，それゆ
え，その権利を行使したことを非難できないとい
う古いコモンローを議会が否定することを望んだ
結果として制定された法律であるという理解を示
し，そして，CJPOA34条は単にコモンセンスを適
用しているにすぎないという立場を示した．Web-

berで示されたように，34条における「事実」とい
う表現は，幅広く解釈していくべきであり，Ma-

guireの場合，取調べにおいて公判と同じ正当防衛
の主張がなされていても，それが異なる事実によ
り基礎づけられているので，CJPOA34条が適用さ
れうるとされた．
以上のように，イギリスの裁判所はこの要件の
下で不利益推認を阻止するためには，後に公判で
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依拠する事実と取調べ時に述べた事実が厳格に一
致していることを求めてきたといえる．

3．Argent第 6要件：合理性
⑴　合理性の要件
取調べ時に言及されなかったが公判で依拠され
た事実が，取調べ当時存在した状況に照らして，
被告人に言及することを期待することが合理的で
あることが要件とされている．この要件は，取調
べの黙秘から推認を行うことが合理的である場合
にCJPOA34条の適用範囲を限定するのに極めて
重要な役割をはたしているだろう．Agent 46）では
この要件に関して次のような 2つの重要な点が示
された．第一に，第 6要件における“当時存在した
状況”を限定的に解釈してはならず，関連する被告
人の状態および取調べが行われた状況のすべてが
考慮されなければならいことである．したがっ
て，たとえば，取調べが行われた日時，被告人の
年齢，経験，精神状態，健康状態，冷静さ，疲労
度，知識，個性，法的助言などの幅広い事情が考
慮されることになる．第二に，この要件は，争点
とされる事実が，被告人に言及することを期待す
ることが合理的なものでなければならないという
意味で主観的な基準であるということである．し
たがって，この要件で想定される被告人は，通常
人が有する冷静さや精神力を有した仮定上の被告
人ではなく，実際の被告人であり，被告人の素質，
理解力，知識，弁護人から受けた助言などに注意
が向けられなければならないということである．
この要件に関連して大きな問題とされてきたの
は，法的助言を受ける権利と証拠開示との関連で
ある．以下で検討を加えていくことにする．
⑵　法的助言を受ける権利との関連
①　イギリスの裁判所の態度
取調べ前の接見において，ソリシタは，たとえ

CJPOA34条に基づく不利益推認が行われる可能
性があったとしても，たとえば，薬物禁断症状が
みられる場合のように，被疑者の状態等などを勘

案し，被疑者に黙秘を行うように助言を行うこと
がある．しかしながら，被疑者がこのソリシタの
助言に基づいて実際に黙秘を行った場合に不利益
推認を許容することができるか否かについて大き
な論点とされてきた．

R v. Argent 47）において，ソリシタは法的助言を
与える正当な権限を有しており，この助言に従っ
て黙秘を行ったことから不利益推認を行うことは
許されないという主張が被告人側から行われた．
Court of Appealは，当時存在した状況において被
告人に言及することを期待することが合理的で
あったか否かを判断する一要素として，法的助言
が考慮されるという立場を示した．すなわち，た
とえば，弁護人の助言，その助言が与えられた理
由のような当時存在した事情すべてを総合考慮し
て，被告人の黙秘という選択が合理的であったか
否かが問題とされる．このようにCourt of Appeal

は法的助言をArgentの第 6要件の問題としてとら
えて，被告人が法的助言に基づいて黙秘を行った
場合に不利益推認が阻止されうるということを明
らかにした．
次にこの争点を扱ったR v. Betts and Hall 48）にお
いて， 2名の被告人のソリシタはそれぞれ，被告
人が発語障害を有していること，また，警察が嫌
疑をかけられた犯罪事実に関して十分に証拠開示
しなかったことを理由にして被告人らに取調べに
おいて黙秘するように助言し，被告人らはこの助
言に従った．公判において，被告人らは，犯行時
間に犯行現場にいることはできなかったなどの抗
弁を提出し，また，ソリシタの助言に従って取調
べにおいて黙秘した旨を主張した．公判裁判官
は，ソリシタの助言に従うか否かは最終的に被告
人により判断されるので，陪審はソリシタの助言
が正当なものであったか否かを考慮する必要はな
く，被告人が黙秘したことが合理的であったか否
かのみを考慮すれば足りる旨の陪審説示を行っ
た．被告人たちは有罪判決を受け，この陪審説示
の誤り等を理由に上訴を行った．
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Court of Appealは，1998年の人権法 49）に基づけ
ば，Condron v. United kingdomの判示，すなわち，
取調べ時に黙秘したことが，被告人が質問に答え
ることができなかったこと，あるいは，反対尋問
を受けても成り立ちうるような説明を行えなかっ
たことを理由としていると陪審が確信を抱いた場
合にのみ不利益推認を行うことができるという点
について考慮がなされることが重要であることを
示した．

Court of Appealは，公判裁判官が行った説示は，
被告人の黙秘という判断の質（quality）を陪審に
考慮するように促すものであったとした．しか
し，Court of Appealは，Condron v. United Kingdom

に照らすと，問題となるのは，黙秘という判断の
質ではなく，黙秘という判断を行った理由が真実
（genuineness）であるか否かであるとした．黙秘
した理由が被告人がソリシタの助言に従ったとい
うものであり，かつ，被告人が質問に答えること
ができなかった，もしくは，十分に説得力のある
返答を行うことができなかったことから被告人が
黙秘したのではない場合に不利益推認を行うこと
は許容されないと判示されている．
一方で，Court of Appealは，この結論がソリシ
タの助言という盾に真犯人が隠れることを許すも
のでないことを強調し，黙秘に関する説明が正当
であるか否かは，法的助言が事実について言及し
なかったことの真の理由であるか否かに関連して
検討される問題であるとした．
このようにBetts and Hallにおいて，Court of Ap-

pealはCondronに従い，弁護人の助言に基づいた
という被疑者が黙秘した理由が“真実”であること
を陪審が確信することができないならば，陪審は
不利益推認を行うことができないとしているよう
にみえる．
一方で，R v. Howell 50）においてはBetts and Hall

とは異なるアプローチがとられているようにみえ
る．この事件において，被告人は故意に傷害行為
を行ったことで訴追された．被告人は接見後の取

調べにおいて黙秘を行ったが，公判において，正
当防衛の抗弁を行い，また，取調べにおいて黙秘
したのはソリシタが警察側の証拠開示が不十分で
あることを理由に黙秘するように助言を行い，こ
の助言に従ったためであるという主張がなされ
た．公判裁判官は，被告人が取調べにおいて言及
しなかった事実が，当時の状況において言及する
ことを期待することが合理的なものであった場合
には陪審は不利益推認を行うことができ，本件に
おいては，被告人側からはソリシタの助言に従っ
て，黙秘がなされたと主張されている一方で，検
察側からは被告人は当時示すことができるような
抗弁がなかったためだという主張がなされてお
り，どちらの主張が正しいかは陪審の判断にゆだ
ねられている旨の陪審説示を行った．この陪審説
示の適法性について上訴がなされた．

Court of Appealは，まず，ソリシタの助言に関
する争点を検討するにあたって，CJPOA34条が取
調べ時に言及されなかった事実が，当時存在した
状況において言及することを期待することが合理
的であることを要件としていることに立ち返って
検討することが重要であるとした．Court of Ap-

pealは，法的助言に基づいて被疑者が黙秘を行っ
た場合に，ただちに被疑者に問題となる事実につ
いて言及することを期待することは合理的ではな
いとみなすことはできず，したがって，単にソリ
シタが黙秘を行うように助言したという理由のみ
では，黙秘を行ったことの正当な理由とはならな
いと判示した．黙秘を行ったことには客観的理由
が常に存在しなければならず，この客観的理由
は，被疑者から警察に供述が行われることに見い
だされる公共の利益と均衡をとるほどに十分に説
得力があり効果的なものでなければならないと
Court of Appealは判示した．
加えて，Court of Appealは，ヨーロッパ人権裁
判所において，被告人の黙秘から不利益推認を行
うことがヨーロッパ人権条約 6条を侵害するか否
かは，その事件の事情すべてを考慮して決定され
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るべき問題であるとされたことを引用し，このア
プローチがヨーロッパ人権条約に反しないことを
強調した．
以上のようにHowellにおいて，単に法的助言に
依拠したという事実だけではなく，黙秘したこと
に客観的理由がなければ，不利益推認を阻止でき
ないとした．すなわち，ソリシタの助言に真に依
拠しているのみならず，黙秘したことそれ自体が
合理的であることをHowellは求めている．このア
プローチは一見したところ，ソリシタの助言に基
づいたという事実のみで“被告人に言及すること
を期待することが合理的な状況”には当たらない
としており，ソリシタの助言に“真に”依拠してい
たか否かを問題とするBetts and Hallのアプローチ
とは大きく異なるようにみえる．
このような二つの異なるアプローチがとられて
いるようにみえることに関して，後の判例で検討
がなされてきた．R v. Knight 51）においてCourt of 

Appealは，Howellの立場，すなわち，不利益推認
を阻止するためには，被告人が真に法的助言に依
拠していただけではなく，被告人が黙秘を行った
ことに客観的理由が存在し，合理的なものである
ことを要求する見解は，先例のアプローチに反す
るものではないことを明らかにした．Argentの理
由づけにおいて，単に黙秘するように助言を与え
たことがそれ自体で不利益推認を行うことを阻止
するものではないと示唆されており，また，Betts 

and Hallも，ソリシタの助言に真に依拠していた
ことのみで不利益推認を阻止しうるとしたもので
はないという先例の解釈をCourt of Appealは示し
た．さらに，Court of Appealは，仮にBetts and Hall

が，ソリシタの助言に真に依拠していたことのみ
で，不利益推認が阻止されるという立場に立つの
であれば，そのような立場は否定されるべきであ
ると示し，Howellで示された立場の適法性を強調
している． 52）

R v. Hoare and Pierce 53）において，被告人の弁護
人は，Betts and Hallは，被告人が真に法的助言に

依拠した場合，陪審が黙秘から不利益推認を行う
ことはできないという主観的な基準を採用してい
るが，対照的に，Howell及びKnightは，被告人が
真に法的助言に依拠したことのみでは不利益推認
を阻止するのに十分な根拠とはならず，さらに被
告人が黙秘したことが合理的であった場合にのみ
不利益推認が阻止されるという客観的な基準を採
用していると解釈し，そして，ヨーロッパ人権裁
判所等の判例に照らすと，Betts and Hallで採用さ
れたような主観的基準がCJPOA34条の合理性に
関する基準として適切であると主張した．
この弁護人からの主張に対して，Court of Ap-

pealは，HowellとBetts and Hallの間に矛盾はない
という立場を改めて強調した．Court of Appealは
Betts and Hallにおいて黙秘の理由がソリシタの助
言に従ったというものであり，かつ，被告人が質
問に答えることができなかった，もしくは，十分
に説得力のある返答を行うことができなかったこ
とから被告人が黙秘したのではない場合に不利益
推認を行うことは許容されないと判示されたこと
に言及し，この判示は，ソリシタの助言に真に基
づいたことのみでは，不利益推認を阻止する十分
な理由とはならないとしたHowellやKnightの理由
づけの一部と一致するものであるとした．これら
の判例において強調された重要な基準は，当時存
在した状況において，被告人に答えることを期待
することが合理的な事実について被告人が取調べ
時に言及しなかったか否かである．何が当時存在
した状況において合理的であるかは，事件の事情
すべてを考慮し，共同体のコモンセンスに基づい
て陪審により判断される問題であり，客観的基準
によって判断される．それゆえ，本件における公
判裁判官の陪審説示は，Betts and Hall及びHowell

に適合するものであるとCourt of Appealは結論を
下した．
さらにCourt of Appealは次のようにCJPOA34条
の意義を述べることで，この客観的基準をとるこ
とを正当化しようとした．すなわち，CJPOA34条
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による黙秘権の制限は，無辜の被告人は，取調べ
に際してまず自身の無罪を証明しようと抗弁を提
出するだろうという前提に基づくものであり，被
告人が有罪であるか否かにかかわらず，被告人が
黙秘の法的助言に真に基づいたということで不利
益推認ができなくなるのはCJPOA34条の目的に
適合しない．CJPOA34条の目的は，刑事手続きの
初期の段階で無辜を洗い出し，また，刑事手続き
の公判段階において有罪方向に働く他の証拠を補
強することであり，陪審にとっての問題は，法的
助言に真に依拠していたか否かではなく，被告人
が黙秘の理由について説明できなかった，もしく
は，十分に説得力のある説明を行うことができな
かったか否かである．
これ以後の判例は，この立場に従って展開され
ていくこととなる．
たとえば，前述のBeckles v. United Kingdomの差
戻後の裁判であるR v. Beckles 54）において，政府側
は公判裁判官が行った説示は当時のJSBの模範説
示に従ったものであり，適法なものであったと主
張した．Court of Appealはソリシタの助言に被告
人が従った事件においても，陪審にとっての重大
な問題は，公判で依拠した事実が取調べ時に被告
人に言及することを期待することが合理的な事実
であったか否かであるというこれまで示されてき
た基準を示し，Becklesにおいて，公判裁判官の陪
審説示は，たとえ当時の模範説示に基づいたもの
であったとしても，Hoare and Piereで示されたよ
うな，取調べ時に黙秘した理由として法的助言に
被告人が真に依拠していたか否か，また，被告人
が黙秘した理由が合理的であるか否かについて陪
審に十分に考慮させるものではなく，違法であっ
たと判示した．また，R v. Bresa 55）において，Court 

of Appealは，公判裁判官の陪審説示はHoare and 

Piereの判示を反映させたJSBの模範説示に公判裁
判官が従わなかったために陪審に被告人が黙秘し
た理由について十分に考慮させるものではなかっ
たとして陪審説示に違法を認め，JSBの模範説

示 56）がCJPOA34条の説示に関して重要な指針と
なることを示した． 57）

以上検討してきたように，被告人はソリシタの
助言に“真（genuine） ”に依拠しただけではなく，さ
らに，黙秘を行ったことが合理的（reasonable）で
なければ，不利益推認を阻止できないことになる．
このようなソリシタの助言に基づいた黙秘に関す
る判例の展開について，激しい批判がなされてき
た． 58）これらの批判は主に次の二点に対して行わ
れている．第一に，陪審に困難な事実認定を強い
る点である．この判例法の下では，陪審は被告人
が黙秘した理由について検討しなければならず，
これにはしばしば複雑な審理を行う必要がある．
第二に，ソリシタの職務を困難にした点である．こ
の判例法の下では，ソリシタは，被告人が黙秘す
るべきか否か，被疑者を取り巻く状況すべてに照
らして，判断することを求められる．これはCJPOA 

34条ができる以前の枠組みに比べ，ソリシタが重
大な判断をしなければならないことになる．
このような激しい批判にもかかわらず，裁判所
はこの点に関して一貫して上述した立場をとり続
けている．たとえば，R v. Sakyi 59）では，弁護人
は，弁護人の助言に依拠したという理由のみで十
分に不利益推認を行ってはならない理由になると
主張した．この際，弁護人は会計士や医師といっ
た専門性のある職業を例として挙げ，このような
職業につく者から受けた助言は，その職業の専門
性に照らせば，一般市民のほとんどが受け入れる
ものであり，このことは警察署において被疑者が
ソリシタから受けた助言にも当てはまるだろうと
主張した．これに対し，公判裁判所は，会計士や
医師から助言を受ける状況とソリシタから助言を
受ける状況は，被告人が警察署の取調室にいると
いう重要な点に関して大きく異なるとし，単に助
言に依拠したという理由だけでは不利益推認が行
われることを阻止できないと判示し，Court of Ap-

pealもこの判断を是認している． 60）

Howellで示されたように，CJPOAが，被告人が
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黙秘という判断を行った合理性について問題とし
ていることから，被告人がソリシタの助言に従っ
たことの合理性が問われるべきであり，この
Court of Appealの立場が妥当ではないかと思われ
る．とはいえ，批判されている点について何らか
の配慮を行う必要があるだろう．とりわけ，ソリ
シタの職務が困難になるという批判について，効
果的な弁護権を保障するためには，ソリシタを十
分に訓練することが必要とされる．この点につい
てイギリスでは警察署で被疑者との接見を行うソ
リシタの認定制度の改革などで一定の配慮を行っ
てきたといえるだろう． 61）今後もイギリスの裁判
所および司法制度全体がどのようにこれらの批判
に対応していくのか注目していきたい．
②　CJPOA34条と弁護人と依頼者間の秘匿特
権との関係
上述のように，被告人が不利益推認を阻止しよ
うとする場合，ソリシタから与えられた助言の内
容や接見時に行った会話等を明らかにする必要が
ある． 62）それゆえ，このように助言の内容を明ら
かにしなければならないことが弁護人と依頼者間
の秘匿特権（professional privilege）を侵害しない
かが問題とされてきた．

R v. Bowden 63）において，刑事事件と非刑事事件
における弁護人と依頼者間の秘匿特権に差異はな
いことが示された．それゆえ，この論点に関して
刑事事件でも非刑事事件の判例の考え方が用いら
れてきた．この特権は一般に，法的助言を得る，
あるいは，提供する目的で秘密裏に行われた法的
助言者と依頼人間のコミュニケーションの保護を
内容とするものである． 64）弁護人と依頼者間の秘
匿特権が保障されている場合，この特権の効果に
より，弁護人や依頼人などに，この特権で保護さ
れた情報を開示するように求めることはできな
い．弁護人と依頼者間の秘匿特権を有する者はそ
の特権を放棄することができる．弁護人と依頼者
間の秘匿特権が放棄されていない場合には，法的
助言者は特権を主張する義務を負うことにな

る． 65）また，この特権を部分的に放棄することが
できるかについて，非刑事事件の諸判例は，この
特権で保護された情報の一部を開示した場合で
あっても，その情報すべてについて特権を放棄し
たことになると判示してきた．なぜなら，そのよ
うに当事者に開示する情報を“えり好み”させるこ
とは不公正であるためである． 66）それゆえ，例え
ば，弁護人と依頼人の具体的なやり取り（transac-

tion）の一部を開示した場合には，その同じやり
取りで行われたコミュニケーション全体に特権の
放棄の効果が及ぶことになる．

CJPOA34条と弁護人と依頼人間の秘匿特権の
関連について，R v. Condron 67）とR v. Bowdenにお
いて基本的な原理が確立された．R v. Condronに
おいて，Court of Appealは，公判で提出された抗
弁が虚偽のものであるという政府側の主張に対し
て被告人側はいつでも反証を行うことができ，も
し被告人が，弁護人による黙秘の助言に従って黙
秘を行ったと主張した場合，ただちにこの特権が
放棄されるわけではないことを示した．しかし，
単に助言に依拠して黙秘したと主張されたのみで
は黙秘からの不利益推認を阻止できず，その助言
が提供された理由をさらに主張する必要があり，
一度そのように助言が行われた理由が主張された
ならば，特権は放棄され，ソリシタの助言の内容
に関してさらに尋問を行いうるとCourt of Appeal

は判断した．
Bowdenにおいて，この立場が踏襲され，Court 

of Appealは，被告人，もしくは，ソリシタが，公
判で法的助言に基づいて質問に答えることを拒否
したということを主張するにとどまらず，そのよ
うな助言が与えられた理由に関する証拠を提出し
た場合，被告人は任意に特権を放棄したことにな
ると判示した．後の判例 68）も基本的にこの立場に
立っている．
しかしながら，弁護人と依頼人の秘匿特権が放
棄された場合，どの範囲までその効果が及ぶのか
について近年まで明らかではなかった．Bowdenに
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おいて，Court of Appealは，ひとたび警察署にお
いて法的助言者と依頼人でなされた会話に関して
特権が放棄されれば，その会話に関しては後の手
続きにおいて特権が放棄されたことになるという
ことを明らかにした．この点につき，R v. Hall-

Chung 69）において異議が唱えられたが，Court of 

Appealは，特権がいつ放棄されたかは問題ではな
く，特権が放棄されたか否かが問題であるし，先
例に従って，弁護人と依頼人間の特権の放棄が
あったことを認めた．とはいえ，助言が与えられ
た過程の一部についての情報が開示された場合
に，特権の放棄の効果がどの範囲にまで及ぶかに
ついて，Bowden等の初期の判例においては明らか
ではなかった．

R v. Loizou 70）においては，弁護人と依頼人の間
に行われた接見の内容に関して特権を放棄した場
合に，この放棄の結果がどの範囲にまで及ぶかに
ついて正面から検討がなされた． 71）この事件で
は，被告人は，取調べにおいて何も述べなかった
が，公判において，自身は犯罪に関与していない
旨の抗弁を提出した．証人尋問中に，被告人はソ
リシタの助言に従って取調べ時に黙秘したと主張
した．被告人は主尋問において黙秘の法的助言が
行われた理由について質問を受け，当時ソリシタ
に対して訴追内容が明らかにされていなかったた
めであると返答した．政府側は，被告人の抗弁が
虚偽である旨主張し，反対尋問において，被告人
に公判で提出した抗弁を接見時にソリシタに伝え
たかなど，接見時のやり取りの内容に関する質問
を行った．公判裁判官はこの政府側の反対尋問を
許容し，この点が争われた．

Court of Appealはまず，被告人がソリシタの助
言の理由を説明していることから弁護人と依頼者
間の特権は放棄されていたと判示した．そして，
その特権の放棄がどこまで及ぶかに関して，
Court of Appealは，非刑事事件の原則が当てはま
るとし，助言が行われる過程は，民事事件におけ
る弁護人と依頼者間のやり取り（transaction）と

みることができるとした．というのも，被告人側
が証人尋問で示した証拠のみを陪審が考慮するこ
とは事実認定にミスリードを引き起こす潜在的な
危険性があるためである．したがって，ソリシタ
が助言を行った全過程において弁護人と依頼人間
の秘匿特権が放棄されており，検察側が行った反
対尋問は適法であるとされた．
このように，Loizouでは，特権が放棄される範
囲に関して，非刑事手続における理論を引用し，
行われた助言に関して特権が放棄されれば，その
助言が行われた過程すべてにおいて特権が放棄さ
れたことになるとされた．その後の判例において
も，このLoizouと同様の手法がとられている． 72）

不利益推認が行われることを阻止するために，
被告人は取調べ前の接見で受けた法的助言の内容
に関する証拠を提出しなければならないが，その
ように法的助言の内容を自ら明らかにすることで
被告人は法的助言が与えられた過程に関する事項
すべてについて政府側から反対尋問を受けること
となる．とはいえ，Bowdenにおいては，弁護人が
その代理権限を逸脱してこの特権を放棄した場合
等，PACE78条に基づき，助言の内容に関する証
拠が証拠排除する可能性を示唆しており，また，
被告人が，後に抗弁をねつ造したという検察官の
主張に反証するために，法的助言に関する証拠を
提出した場合，弁護人と依頼者間の特権が放棄さ
れたとはされず，検察官の反対尋問を受けること
はない．Court of Appealは，このように弁護人と
依頼人間の秘匿特権と，CJPOA34条のバランスを
はかろうとしてきているように思われる．
⑶　証拠開示との関連性
取調べにおいて被疑者が黙秘した場合，そのよ
うに黙秘した理由としてしばしばあげられるの
が，取調べ時に警察が被疑者に対して十分な証拠
を開示していなかったというものである．また，
しばしばソリシタも警察からの証拠開示が不十分
であることから被疑者に黙秘を行うように助言を
行う．しかしながら，イギリスにおいて，警察は
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取調べ時に被疑者に警察が所有する証拠を開示す
る義務を課されていない．例えば，R v. W  73）にお
いて，警察は強姦の被疑事実とWを関連づける
DNA証拠を所有していることを取調べ時に明ら
かにしなかったことが問題とされた．Wは当初，
告訴人との性行為を行ったことを否定していた
が，DNAの証拠が示された際に供述を一転させ，
性行為の事実を認め，このように供述を変えたこ
とが陪審に対して被告人に不利な証拠として示さ
れた．Court of Appealは，被疑者に対して取調べ
前に関連する証拠すべてを開示することを警察に
義務づける法原則もしくは実務はなく，この事件
で行われたような証拠を順次開示していくのが一
般的にとられている実務であると判示した．しか
しながら，R v. Kirk 74）において，警察は，被疑者
を積極的にミスリードしてはならないという義務
が課されていること，また，被疑者にどのような
犯罪で逮捕されたのかを伝えなければならないこ
とが強調された．このような判断を行った理由に
ついて，Court of Appealは，被疑者が質問に答え
るかどうか，また，弁護人と接見するか否か，に
関して十分な情報に基づいた判断を行わせるため
であると説明している．このKirkの趣旨からいえ
ば，CJPOA34条が適用される状況において，被疑
者に十分な証拠の開示が行われることが重要とな
るだろう．

CJPOA34条と証拠開示との関連性に関する
リーディングケースはR v. Argent 75）であるが，
Argentでは，謀殺の被疑事実で被告人は逮捕され
たが，警察は被疑事実に関して通常よりも限定的
な証拠開示しか行わなかった．したがって，この
ような限定的な証拠開示の下で，被告人に被疑事
実に対する抗弁を提出するように期待することが
合理的であるか否かが争われた．Court of Appeal

は，本件の取調べにおいて警察が行った被疑事実
の開示は限定的なものであったかもしれないが，
たとえば詐欺もしくは共同謀議のような，複雑で
絡み合った事実が関連する事件ではないことに照

らすと，被告人が取調べ時に防御を提出すること
は，もしそれが真実であるならば，容易であった
だろうと結論を下し，この点に関して十分に考慮
させていた陪審説示は適法であったと判断を下し
た．
このように取調べ時に証拠開示が十分に行われ
なかったことのみでは不利益推認を阻止できな
い．とはいえ，証拠開示が十分でないことは，
Argentの第 6要件の考慮要素の一つとして考慮さ
れるのであり，十分な証拠開示がなされなかった
ことにより，被疑者に公判で依拠した事実を取調
べ時に言及することを期待することを合理的なも
のではないとされる可能性も十分にある．例え
ば，前述したR v. Nickolson 76）において，被告人は，
被告人の精液が被告人の義理の娘の寝巻について
いたということを取調べにおいて伝えられなかっ
た．したがって，被疑者にその事実に関して説明
することを期待することは合理的なものでなかっ
たということができるかもしれない． 77）もっと
も，被疑者は，告発内容を伝えられた限りにおい
て，自身の抗弁について言及することが基本的に
期待されているともいえる． 78）

Murray v. United States 79）において，裁判所は黙
秘から推論を行うことは被疑者が直面した状況か
ら被疑者が自身の無辜を示す説明を行うことを明
白に求められる場合にのみ許容されるとした．こ
の判示を厳格に解釈すれば，十分な証拠開示が行
われず，具体的にどのような説明が求められてい
るのか明らかではない場合には，不利益推認を行
うことは許容できないものとなるだろう． 80）しか
しながら，この点についてはこれまでイギリスの
判例・学説においても十分な検討が加えられてい
ない．

4．適切な推認
上述してきた要件を満たした場合に，陪審もし
くは裁判官は，被告人が取調べ時に言及しなかっ
たが公判で防御として依拠した事実に関して，不
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利益な推論を行うことができる．しかしながら，
CJPOA34条は，“適切な推認”と規定しているのみ
で，どのような推認を陪審もしくは裁判官が行い
うるかに関して何ら指針を示していない．裁判所
は，何が適切な推認であるのかは，事件の具体的
な事情に照らして，公平さとコモンセンスを当て
はめることで判断されるべき問題であるとしてき
た 81）が，実際にどのような推認を陪審が行ってい
るのかは明らかではない．CJPOA34条の下で行い
うる最も明白な推認は，取調べにおいて言及され
なかったが，公判において依拠した事実が真実で
はないということである． 82）たとえば，陪審は，取
調べにおいて言及されなかったが，公判で依拠さ
れた事実に関して，のちに捏造されたものである
という推認を行ったり，あるいは，検察側の主張
を踏まえて話を作りあげたという推認を行うこと
が考えられる．とはいえ，CJPOA34条がR v. Gil-

bert 83）を覆すことを単に意図しているということ
を主張している者もいる． 84）Gilbertは，CJPOA34
条で推認を行いうる場合と同様の事例であった
が，Court of Appealは，被告人の黙秘から“有罪の
推認”を行ってはならないと判示した．すなわち，
彼らの主張は，CJPOA34条に基づく推認は，上述
したような後出しの抗弁を弾劾することを目的と
した推認に限られず，直接に有罪であるという推
認をも含みうるというものである．とはいえ，こ
のようなCJPOA34条のとらえ方は妥当ではない
だろう．なぜなら，CJPOA34条が，取調べにおい
て言及されなかったが，公判において防御として
依拠された事実から直接有罪の推認を行うことを
陪審に認めているとすることは，不公正な論理的
飛躍であるように思われるからである． 85）

このようなCJPOA34条に基づく推認が，被告人
は有罪であるという結論に至る理由づけの一部と
することができるか否かは，具体的な事件の争
点，問題となった事実の内容，他の証拠の状況に
よって判断されることになる．たとえば，もし防
御として後に依拠した事実が，犯罪事実を承認す

るが，それはたとえば正当防衛のような正当理由
があったという内容のものであったとしたら，こ
の抗弁を否定することは，被告人はなんら抗弁を
有しておらず，したがって，有罪であるという結
論に至ることは明らかであるといえるだろう．一
方で，争点が被告人と犯人の同一性であったり，
被告人に不利な他の証拠が状況証拠である場合，
その状況証拠の一部に関する説明として提出され
た事実を否定することは，必ずしも，被告人が有
罪であるという結論に至るわけではない．このこ
とは，被告人がのちに公判で依拠した事実に取調
べにおいて言及しなかったことを理由に，裁判所
が被告人に有罪判決を下すことは誤りであること
を示すものである． 86）

この点につき，上述してきたように，ヨーロッ
パ人権裁判所やイギリスの裁判所において強調さ
れてきており，このような有罪の推認を陪審が行
わないように陪審に対して適切な説示がなされる
ことが重要とされてきた． 87）

Ⅳ　お わ り に

CJPOA34条は，イギリスの裁判所により，法を
コモンセンスの基準にまで引き戻すものであると
評価を受けてきた．これはわが国において，黙秘
権は不利な事実に対して黙秘することはその事実
が真実であって反論できないからであるという社
会的に相当と思える感覚を排斥するものであると
判示されてきたこと 88）や，アメリカ合衆国におい
て，法律に関して素人である陪審の多くは自己負
罪拒否特権を犯罪者の盾としてみなすので，不利
益推認の禁止に関する説示が行われることの重要
性が強調されてきたこと 89）とは対照的であるだ
ろう．
一方で，CJPOA34条の枠組みの下では，黙秘か
らの不利益推認を許容しうるものにするための保
護策が十分ではないことに対してたびたび批判が
なされてきた．とりわけ，ヨーロッパ人権裁判所
は，黙秘からの不利益推認が必ずしもヨーロッパ
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人権条約 6条で保障される公正な裁判を受ける権
利を侵害するものではないとしつつも，黙秘権の
行使と黙秘から不利益推認を行うこととの間に適
切なバランスが図られていなければならないこと
を強調してきた．ヨーロッパ人権裁判所は，自己
負罪拒否特権を政府側の立証責任や無罪推定の原
則と関連付けて理解しているため，CJPOA34条に
関してもそのような観点から主に規律が加えられ
てきた．
このようなヨーロッパ人権裁判所の影響を受け
たイギリスの裁判所も，主に政府側の立証責任と
いう観点から，CJPOA34条にその規定上の制限を
超える制限を加えてきた．とはいえ，イギリスの
裁判所は，CJPOA34条を制定した意義が失われな
いように，CJPOA34条の文言を広く解釈していこ
うとする傾向をみせるようになった．もっとも，
このような傾向がみられるからといってCJPOA34
条が当初想定されていた目的を逸脱するような運
用はなされていないように思われる．イギリスの
裁判所は，被告人が不意打ち的に公判において抗
弁を提出し，それによって利益を得ることを防ぐ
というCJPOA34条の目的を強調し，この目的に沿
うようにバランスを図ってきたといえる．
イギリスの裁判所やヨーロッパ人権裁判所のよ
うに，被疑者の黙秘権を政府側の立証責任と関連
づけてとらえる限りにおいて，CJPOA34条は，被
疑者の黙秘権を害するものではないだろう．とい
うのも，現在確立しているCJPOA34条の法理論・
法実務は政府側の立証責任を被告人側に転換する
ようなことはないためである．もっとも，黙秘権
の本質をどのようにとらえるかでこの結論は変わ
りうるだろう．
また，イギリスの議論では，取調べ時の黙秘権
も自己負罪拒否特権の捜査段階への派生的な適用
であるととらえ，特に公判と取調べ段階の黙秘権
の性質を区別することなく検討が加えられてい
る．しかし，自己負罪拒否特が適用される典型的
な状況である法的な義務づけがなされる場合と，

強制の契機が関わる取調べの状況は区別して論じ
られるべき問題であり，CJPOA34条の議論もこの
ような区別に従って検討を行うべきである．もっ
とも，このような観点から検討を行ったとして
も，CJPOA34条に基づいて行われる推認は被疑者
の黙秘権を侵害するものではないように思われ
る．被疑者の黙秘権の本質は，供述するか否認す
るか黙秘するかを選択する供述の自由を保障する
ことにあり，不利益推認が行われることでこのよ
うな選択を行うことができなくなる場合には被疑
者の黙秘権は侵害されることになる．しかし，上
述してきた限定的な状況においてのみ不利益推認
を許容するCJPOA34条は，そのような選択を行う
ことを不可能にするものではなく，したがって，
黙秘権を侵害するものではないといえるのではな
いか．
イギリスにおいてこのような黙秘権の制限がで
きたのは，イギリスにおいて黙秘権が憲法上の規
定ではないことが指摘されている．しかしなが
ら，イギリスにおけるこの制限立法はそもそも黙
秘権に反するものではないといえるので，わが国
のように憲法により被疑者に黙秘権が保障されて
いるとしても，イギリスのような見解をとること
はできるだろう．わが国において，このイギリス
での議論に照らして，黙秘からの不利益推認を一
切禁止するという立場が妥当なのか再考する余地
があるように思われる．
とはいえ，CJPOA34条に問題がないわけではな
い．CJPOAは，黙秘した理由を考慮するために複
雑な事実に関する審理を行う必要性を生じさせ，
陪審の事実認定を困難なものにしている．また，
弁護権との関連においてもCJPOA34条は複雑な
問題を生じさせており，ソリシタの職責が極めて
重いものとなっている．さらには，CJPOA34条に
より，被疑者がより多くの虚偽自白を行うように
なったことが指摘されている．これらの点につい
て，弁護権などの他の被疑者の諸権利とともに，
取調べ全体をどのように規律するのかという観点
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から検討を行う必要があるだろう．
本稿はイギリスのCJPOA34条に関するイギリ
スの裁判所およびヨーロッパ人権裁判所の判例を
中心に検討してきた．それゆえ，CJPOA34条が被
疑者の黙秘権という観点から許容できるのか，お
よび，黙秘から不利益推認を行うことで実際に生
じている諸問題に関して詳しく検討することがで
きなかった．この点は，今後の研究課題とするこ
とにし，本稿の検討を終えることとする．

  1） たとえば，Mustill裁判官は，黙秘権と漠然と呼ば
れるものは，6つのまったく異なる免責の複合体で
あるとし，その中の 1つとして，公判に付された被
告人が有する，公判以前に質問に答えなかったこ
と，もしくは公判において証拠を提出しなかったこ
とに関して不利益なコメントがなされることから
の免責をあげていた．See, R v. Director of Serious 

Fraud Office, Ex p. Smith （1993） A. C. 1; （1992） 3 W. 

L. R. 66.
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法について」警察学論集48巻12号111頁．

  4） 渥美東洋「捜査と自己負罪拒否特権」法学セミ
ナー380号101頁以下参照．また，Greenawaltは，こ
のような場合に不利益推認を許容することの理由
として，犯罪を行った者は政府側に真実を話す道徳
的義務を負っていることを挙げている．See, R. Kent 

Greenawalt, Silence as a moral and constitutional 

right, 23 Wm. & Mary L. Rev. 15 1981-1982 （1981）, 
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白取祐司『刑事訴訟法　第 7版』（日本評論社，2012
年）193頁．

  7） 石田倫識「被疑者の黙秘権に関する考察―イギリ
ス黙秘権制限立法を手がかりに―」九州法学86号

107頁以下参照．
  8） 三島聡「イングランド＝ウェールズにおける黙秘
からの不利益推認　判例の進展に伴って問題性は
薄れたのか」季刊刑事弁護38号58頁以下参照．
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しかし，その後のCJPOA34条に関する判例におい
て，Murrayで示された考え方が基本的に踏襲され
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 56） JSBの模範説示は，法的助言に関して以下のよう
に説示するように求めている．See, Judicial Studies 

Board, CROWN COURT BENCH BOOK DIRECT-

ING THE JURY （Murch, 2010）, Appendix 2.
  「被告人はソリシタ／その他法的代理人の助言に
基づいて質問に答えなかったという証拠を提出し
てきた．もし陪審の皆さんが，被告人がそのような
法的助言を受けたという証拠を採用するならば，こ
のことは重要な考慮要素の一つになることは明ら
かである．しかし，法的助言に基づいて質問に答え
なかったということが反射的に，陪審の皆さんが被
告人の黙秘から如何なる推認も行ってはならない
とするわけではない．次の点に留意しなければなら
ない．すなわち，法的助言を得た者はその助言に従
うか否かを選択することができること，また，被告
人は公判において防御として依拠する事実に言及
しなかったことは被告人の防御を損なう可能性が
あると警告されていることである．同様に以下のよ
うな事情を考慮に入れなければならない（ここで
は，具体的な事件の関連する事情すべてについて説
明が行われる．この中にはたとえば，被告人の年齢，
法的助言の内容とその理由，被告人が依拠した事実
の複雑さ等が含まれる．）.これらの事情を考慮した
上，陪審の皆さんは被告人に現在依拠している事実
に言及することを期待することが合理的であった
かを判断しなければならない．たとえば，もし陪審
の皆さんが被告人は提供することのできる質問へ
の返答を有していたが，黙秘の法的助言に真にかつ
合理的に依拠していると考えたならば，陪審の皆さ
んは被告人に不利な結論を下してはならない．しか
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